
1 新規申請の場合 2 建築等の内容変更の場合

申請者 申請者

⇩ 申請書一式を施行者へ提出（2部） ⇩ 変更届を施行者へ提出（2部）

区画整理事業施行者 区画整理事業施行者

⇩ 法第76条第2項の規定による意見を添えて、

申請書一式を町へ提出（1部） ⇩ 法第76条第2項の規定による意見を添え

て、変更届を町へ提出（1部）

町 町

⇩ 許可 or 不許可通知

（施行者へは許可書等の写しを送付） ⇩ 変更承認通知

（施行者へは承認通知の写しを送付）

申請者

(区画整理事業施行者)

申請者

(区画整理事業施行者)

3 建築等の中止の場合

申請者

⇩ 中止届を町へ提出

町

⇩ 取下承認通知

（施行者へは承認通知の写しを送付）

申請者

(区画整理事業施行者)

土地区画整理法第76条第1項許可に係る事務処理フロー

【申請書添付書類】

・変更内容が確認できる書類

【申請書添付書類】

・位置図

・仮換地証明書若しくは仮換地通知書又は保留地証明書

・配置図、平面図、立面図等

・その他町⻑が必要と認める書類


